
 

 

 

 

 

東春信用金庫が取扱っている保険商品については、次の点に

ご注意ください。 

 

 保険商品は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

 

 払込み済み保険料の返済は保証されておりません。 

 

 東春信用金庫は、お客さまと保険会社との保険契約締結の 

媒介をおこなうもので、保険契約の代理権はありません。 

保険契約はお客さまからの保険契約の申し込みに対して 

保険会社が承諾したときに有効に成立します。 

 

 保険契約のお申し込みの有無が東春信用金庫とお客さまとの

他の取引に影響を与えることはありません。 
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